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情　　報

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について
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関東運輸局自動車運送事業安全監理室

（１）行政処分の年月日

（５）主な違反事項

２８点

２８点

定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第３条の３）

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

令和８年１月２３日

（２）事業者の氏名又は名
称及び主たる事務所の位置

株式会社　完山金属（代表者：完山　一範）

東京都八王子市館町４６８－２

（３）当該行政処分等に係
る営業所の名称及び位置

本社営業所

東京都八王子市館町４６８－２

（４）行政処分等の内容
事業の全部停止処分３日間及び輸送施設の使用停止処分１６
７日車

（６）違反行為の概要

　法令違反の疑いがある旨の情報をきっかけとして、令和６年１
１月１９日、同年１２月１９日及び令和７年２月１２日に監査を
実施。８件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）
（２）疾病のおそれのある運行の業務（貨物自動車運送事業運輸
規則第３条第６項）
（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）
（４）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）
（５）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第２項）
（６）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第２項）
（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条の３）
（８）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条の５）

（７）違反点数付与状況

当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数（関東運輸局管内）
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　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

（富津営業所）

1点

1点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項

（６）違反行為の概要

　令和7年7月11日、公安委員会からの通知により監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示
の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違
反(運輸規則第38条第1項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 日東交通株式会社（法人番号：6040001050844）　代表者　小宮　一則

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

千葉県木更津市新田2-2-16

千葉県富津市川名字菅原767-1

（４）行政処分等の内容 輸送施設の使用停止　　　　 　10日車

令和8年1月20日

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　関東運輸局

（１）行政処分等の年月日 令和8年1月20日
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　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

（本社営業所）

4点

4点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第45条

（６）違反行為の概要

　令和7年4月14日、公安委員会からの通知により監査を
実施。7件の違反が認められた。(1)軽微事項に係る事業
計画の事後変更届出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第15
条第4項)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(3)業務の記
録の記録事項の不備(運輸規則第25条第1項)､(4)運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)初任
運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(6)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(7)輸
送の安全にかかわる情報の公表義務違反(運送法第29条の
3)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 株式会社ライフバス（法人番号：3030001046573）　代表者　照井　誠

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

埼玉県富士見市鶴瀬東1-10-10

埼玉県入間郡三芳町藤久保934-8

（４）行政処分等の内容 輸送施設の使用停止　　　　 　40日車

令和8年1月20日

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　関東運輸局

（１）行政処分等の年月日 令和8年1月20日
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

0点

0点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第27条第2項

（６）違反行為の概要

　令和7年11月6日、長期間監査未実施であることを端緒
として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運行表
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第27条第
2項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 株式会社共同（法人番号：5020001029833）　代表者　森　朝彦

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

神奈川県横浜市戸塚区原宿1-36-7

神奈川県横浜市戸塚区小雀町1478

（４）行政処分等の内容 文　書　警　告

令和8年1月20日

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　神奈川運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和8年1月20日
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　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

（茨城町営業所）

4点

13点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項

（６）違反行為の概要

　令和7年4月18日、令和7年5月26日及び令和7年6月10
日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
乗務員等台帳の記載事項等の不備(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第37条第1項)､(2)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転
者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則
第38条第2項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 株式会社雅観光（法人番号：5050001003323）　代表者　與澤　雅

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

茨城県水戸市酒門町4548-2

茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴34-1

（４）行政処分等の内容
処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業
者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

令和8年1月20日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　関東運輸局

（１）行政処分等の年月日 令和8年1月20日
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（本社営業所）

1点

7点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項

（６）違反行為の概要

　令和7年11月13日、定期的な監査を実施。1件の違反が
認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第21条第1項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 横バス観光株式会社（法人番号：4021001041283）　代表者　市川　壽一

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

神奈川県横須賀市内川2-1-22

神奈川県横須賀市内川2-1-22

（４）行政処分等の内容
処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業
者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

令和8年1月20日

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

　神奈川運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和8年1月20日
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

20251201 有限会社　タムラ運輸（法
人番号8070002008309）代
表者：田村　豊彦

群馬県前橋市亀里町１
３００－１

本社 群馬県前橋市亀里町１３
００－１

事業停止3日間、輸送
施設の使用停止（236
日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
5項

労働局からの通報を端緒として、令和6年10月2日及び同年10月23日、監査を実
施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある業務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、(4)点呼記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項）、(5)業務記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(6)運行記録計による記録の不実記録（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条）、(7)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、(8)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(10)定期点検整備の実
施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48
条）、(11)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の5）、(12)運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第22条）、(13)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第23条第1項）、(14)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法第9条第1項）

32 32

20251203 笠倉運輸　株式会社（法人
番号3050001030146）代表
者：笠倉　レイ

茨城県つくば市島名２
５２４－１（諏訪Ｃ７街区
９）

本社 茨城県つくば市島名２５
２４－１（諏訪Ｃ７街区９）

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年11月15日、令和7年2月
20日及び同年6月11日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそ
れのある業務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)業務記録の記載事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運転者に対する指導監
督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、(8)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

9 9

20251203 有限会社　髙山商店（法人
番号5050002012728）代表
者：髙山　聡

茨城県稲敷郡阿見町
掛馬３２６

本社 茨城県稲敷郡美浦村土
屋字山下１９７９－４８５

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年11月28日、監査を実施。
9件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、(2)点呼記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項）、(3)業務の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条）、(4)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)事業計画の変更認可違反（貨
物自動車運送事業法第9条第1項）、(8)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち
損害賠償の支払い能力確保義務違反（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物
自動車運送事業法施行規則第14条第3号）、(9)報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

6 6

20251203 タムラ運輸サービス　株式
会社

神奈川県横須賀市久
里浜１－２０００－１２

本社 神奈川県横須賀市久里
浜１－２０００－５０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和7年3月5日、
監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法
第17条第3項）

5 3

20251203 富士陸運　株式会社（法人
番号5020001074342）代表
者：相澤　一喜

神奈川県川崎市川崎
区東扇島９２

追浜 神奈川県横須賀市夏島
町２－９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年10月11日、監査を実施。
4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある業務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、(4)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

3 3

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251203 福山通運　株式会社（法人
番号1240001032736）代表
者：小丸　成洋

広島県福山市東深津
町４－２０－１

加須支店 埼玉県加須市北大桑字
宮下６８０－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和7年1月27日及
び同年2月4日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20251216 有限会社　青木陸運（法人
番号2060002013703）代表
者：青木　政博

栃木県那須烏山市森
田１０９５

本社 栃木県那須烏山市森田
１０９５

輸送施設の使用停止
（230日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年9月7日及び同年12月22
日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)アルコール検知器備え義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項）、(4)点呼記録の不実記載（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(5)業務記録の記載事項違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条）、(6)業務記録の不実記載（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条）、(7)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、(8)運行管理規程の制定違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第21条第1、2項）、(9)定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(10)事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(11)報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

23 23

20251216 寺島総業　株式会社（法人
番号5070001035604）代表
者：寺島　康夫

群馬県吾妻郡東吾妻
町大字大戸７１７－１

本社 群馬県吾妻郡中之条町
大字大塚１７２８－１

輸送施設の使用停止
（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第
1項

労働局からの通報を端緒として、令和6年9月27日及び同年10月18日、監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(3)点呼記録の記載事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)業務記録の不実記載（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録の不実記録（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運行指示書の作成義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、(7)運行指示書の記載事項違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、(8)運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(9)定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(10)
運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
22条）、(11)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

18 18

20251216 関東大日運輸　株式会社
（法人番号
3010601009790）代表者：
高橋　等

東京都江戸川区北葛
西５－２８－２１

埼玉 埼玉県春日部市下大増
新田字西耕地２５９－１

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年5月8日及
び同年6月7日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(4)運転者に対する指導監
督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(5)初任運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)初
任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、(7)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

12 12
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251216 八ツ峰運輸　株式会社（法
人番号5011801004951）代
表者：新津　勲

東京都葛飾区奥戸３－
２１－１１

本社 東京都葛飾区奥戸３－２
１－１１

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
6項

労働局からの通報を端緒として、令和6年8月6日及び同年8月28日、監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある業務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、(4)業務記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、(6)初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)初任・高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)運
行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条）、(9)運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条
第3項）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
(11)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

11 11

20251216 澤希運輸　有限会社（法人
番号5070002015357）代表
者：中澤　直希

群馬県高崎市金古町１
５３－１３

本社 群馬県高崎市金古町１５
３－１３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

労働局からの通報を端緒として、令和6年9月4日、監査を実施。4件の違反が認
められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、(2)点呼記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、(3)運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の3）、(4)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）

3 3

20251216 霞運輸機工　株式会社（法
人番号8050001013303）代
表者：榎本　かすみ

茨城県下妻市大字下
木戸２７６－１

本社 茨城県下妻市大字下木
戸２７６－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年9
月27日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)運転者に対する指導監督
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(3)報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

20251218 株式会社　オザキ運送（法
人番号8030001049010）代
表者：尾崎　郁夫

埼玉県富士見市東み
ずほ台２－１０－６　ハ
イツフレンドリー１－１０
１

株式会社　オ
ザキ運送　川
口

埼玉県川口市大字安行
領家１１８２－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

重傷事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年9月4日、監
査を実施。2件の違反が認められた。(1)事故惹起運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(2)事故惹起運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

0 0

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

伊香保 群馬県渋川市伊香保町
伊香保３３６－１３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月5日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

伊勢崎 群馬県伊勢崎市曲輪町
３６－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月19日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

習志野 千葉県習志野市津田沼
２－５－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月27日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

子生 茨城県鉾田市子生３８７
－１

輸送施設の使用停止
（29日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月11日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

大津 茨城県北茨城市大津町
北町３０９８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月11日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

里美 茨城県常陸太田市小菅
町５９６

輸送施設の使用停止
（138日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月11日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

那須 栃木県那須郡那須町高
久乙２７９４－３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月6日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

藤岡 栃木県栃木市藤岡町藤
岡６４１０－９

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月9日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

豊島 東京都豊島区東池袋３
－１８－１

輸送施設の使用停止
（114日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月7日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

目黒 東京都目黒区目黒本町
１－１５－１６

輸送施設の使用停止
（115日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

新東京 東京都江東区新砂２－４
－２３

輸送施設の使用停止
（87日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

皆野 埼玉県秩父郡皆野町皆
野１６２３

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月16日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251203 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

勝沼 山梨県甲州市勝沼町勝
沼１４１６

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月21日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

加須 埼玉県加須市大字上三
俣２３０９

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月4日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

追貝 群馬県沼田市利根町高
戸谷５３９

輸送施設の使用停止
（27日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年10月17日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

長野原 群馬県吾妻郡長野原町
長野原１８４

輸送施設の使用停止
(122日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月5日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

いすみ 千葉県いすみ市弥正１３
９－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月8日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

岩間 茨城県笠間市下郷４４３
８

輸送施設の使用停止
（127日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月19日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

羽鳥 茨城県小美玉市羽鳥２５
８８－３

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月19日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

大洋 茨城県鉾田市札１１２０
－１

輸送施設の使用停止
（36日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月11日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

足尾 栃木県日光市足尾町赤
沢１５－２１

輸送施設の使用停止
（24日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月8日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

新宿北 東京都新宿区大久保３
－１４－８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

羽村御岳集配
センター

東京都青梅市御岳本町
１６３－５

輸送施設の使用停止
（25日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

横浜旭 神奈川県横浜市旭区本
村町４４－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月31日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

伊奈 茨城県つくばみらい市板
橋２７８８

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月30日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

吾野 埼玉県飯能市坂石町分
２６７－８

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月20日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

多古 千葉県香取郡多古町多
古２７５７

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月25日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

長南 千葉県長生郡長南町長
南２３９３

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251210 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

中野北 東京都中野区丸山１－２
８－１０

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月17日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

片品 群馬県利根郡片品村須
賀川１１３

輸送施設の使用停止
（113日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月19日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

白井 千葉県白井市堀込１－１
－１０

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月27日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

石塚 茨城県東茨城郡城里町
石塚２２１２－３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月26日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

那珂 茨城県那珂市菅谷１６７
－７

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月26日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

筑波学園 茨城県つくば市吾妻１－
１３－２

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月19日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

玉生 栃木県塩谷郡塩谷町玉
生５８２

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月8日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

芳賀 栃木県芳賀郡芳賀町祖
母井５０９－１

輸送施設の使用停止
（85日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月8日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

足立北 東京都足立区竹の塚３
－９－２０

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月1日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

- 15 -



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

小金井 東京都小金井市本町５
－３８－２０

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

銀座 東京都中央区銀座８－２
０－２６

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月1日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

北杜 山梨県北杜市長坂町長
坂上条２０５１－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月22日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

波崎 茨城県神栖市波崎８６３
５－８

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月21日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

子持 群馬県渋川市北牧１２１
０

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月11日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

原町 群馬県吾妻郡東吾妻町
原町４１０

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月11日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

室田 群馬県高崎市下室田町
８８１－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月11日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

青柳 山梨県南巨摩郡富士川
町青柳町１２１０

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月22日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

水上 千葉県長生郡長柄町刑
部７５３

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月7日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251217 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

高滝 千葉県市原市養老９－１ 文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月30日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

吉見 埼玉県比企郡吉見町久
保田１６２６－８

輸送施設の使用停止
（106日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月4日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

小幡 群馬県甘楽郡甘楽町小
幡７２７－３

輸送施設の使用停止
（39日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月1日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

安中 群馬県安中市安中３－２
４－７

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年10月17日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記
載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

東庄 千葉県香取郡東庄町笹
川い７３８－１

輸送施設の使用停止
（44日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月21日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

太東 千葉県いすみ市岬町椎
木２１２０

輸送施設の使用停止
（21日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月8日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

緒川 茨城県常陸大宮市上小
瀬２１１４－１

輸送施設の使用停止
（146日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月26日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

野口 茨城県常陸大宮市野口
２０９３－３

輸送施設の使用停止
（122日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月26日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

福居 栃木県足利市福居町６５
４－１

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月8日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

喜連川 栃木県さくら市喜連川４４
１７－３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月8日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

城東 東京都江東区大島３－１
５－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月1日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

麹町 東京都千代田区四番町
７－７

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月1日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

玉造 茨城県行方市玉造甲２２
７

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月11日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

新町 群馬県高崎市新町２７９
９－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月15日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

一ノ宮 群馬県富岡市一ノ宮１５
３－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月15日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

月夜野 群馬県利根郡みなかみ
町月夜野２７０－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月15日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

鳩山 埼玉県比企郡鳩山町赤
沼２６０２－６

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年9月4日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

身延 山梨県南巨摩郡身延町
梅平２４８３－３７

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月22日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

九十九里 千葉県山武郡九十九里
町片貝２９８３

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月8日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 主たる事務所の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分等状況（令和７年１２月分）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

大栄 千葉県成田市伊能２２２
－４

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月20日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

式根島集配セ
ンター

東京都新島村式根島１６
０

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年7月29日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

20251224 日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）代表
者：小池信也

東京都千代田区大手
町２－３－１

川治 栃木県日光市川治温泉
川治２２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

日本郵便株式会社から不適切な点呼の実施・記録がなされていたとの報告を端
緒として、令和7年8月27日、監査を実施。次の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）
注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。
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